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第１章 指針の基本的な考え方 

１ 指針策定の趣旨 
 

 近年、江東区に居住する外国籍区民は約３万人で推移しており、多様な価値

観を持って生活している。区民が国籍や人種・文化の違いを問わず、お互いを

尊重し、共に地域の一員として安心して暮らすことができる多文化共生社会の

実現を推進するため、「江東区多文化共生推進基本指針」を策定する。 

 

 本指針は、江東区における多文化共生社会を実現するための羅針盤となるも

のであり、本区の各所管課に対して方向性を示すことで、これまで各所管課が

実施してきた様々な施策に一貫性を持たせ、多文化共生社会の実現を目指して

いく。また、職員一人ひとりが本区の現状を把握し、全庁が一丸となって多文

化共生社会の実現に取り組むことを目的としている。 

 
 

※ 本指針では、国籍が日本以外の者を広義で「外国人」と定義し、そのうち江東区に居住 

   している者を「外国籍区民」と定義している。「日本人」、「日本国籍区民」についても同様。 

 

 

 

多文化共生社会とは 
 

― 定義 ― 

 

   国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、 

対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生き 

ていくこと。 

 

  ※ 国（総務省）が平成 18 年（2006 年）の「多文化共生推進に関する 

研究会報告書」において定義。 
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第１章 指針の基本的な考え方 

 

２ 指針策定の背景 
 

 国（総務省）は、平成 18 年（2006 年）に都道府県及び市区町村における多

文化共生の推進に係る指針・計画の策定に資するため、「地域における多文化

共生推進プラン」を策定した。 

 その後、国は、外国人の増加・多国籍化や在留資格における「特定技能」の

創設、多様性・包摂性のある社会の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚

化といった社会情勢の変化を踏まえ、令和２年（2022 年）９月に「地域におけ

る多文化共生推進プラン」を改訂し、地域の実情を踏まえた施策の推進を促し

ている。 

 江東区では、これまでも多文化共生を推進するための施策を各分野において

実施してきたところであるが、区内で生活する外国籍区民に対して、これまで

の「支援」を中心とした対応から「共生」の視点も盛り込み、日本国籍区民と

の相互理解や相互連携が図られる環境整備や取り組みが重要となっている。 

 令和４年（2022 年）３月に策定した、「江東区地域福祉計画」では、地域共

生社会の実現を目指し、各分野の整合性を図っていくとしている。 

 また、令和３年度（2021 年度）に、「江東区外国籍区民及び日本国籍区民意

識・意向調査」を実施し、外国籍区民及び日本国籍区民の生活実態や区政への

意見・要望を把握した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 令和２年（2020 年）「地域における多文化共生プラン」改訂 

◆ 「支援」から「共生」へ ◆ 

 

外国人増加 

多国籍化 

「特定技能」創設 

デジタル化 

気象災害激甚化 

社会情勢の変化 
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     １ 住民基本台帳からみえる本区の現状 
 

     ２ 江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査 

 

 

 

 

 

 

 
（注意事項） 

・ グラフに使用されている「n」は、「江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査」に 

おける調査票の回収数である。 

・ 集計は小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示しているため、回答比率の合計が 

100％にならない場合がある。 

・ 複数回答（２つ以上選んでよい設問）においては、回答比率の合計が 100％を超える場合 

がある。 

 
  

第２章 

外国籍区民の現状 
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第２章 外国籍区民の現状 

１ 住民基本台帳からみえる本区の現状 
 

（１） 人口の推移と割合 
 

 外国籍区民は、令和４年（2022年）１月１日現在で、29,275人であり、直近10

年間で概ね増加傾向にある。また、区の全人口の約5.6％を占めている。〈図１〉 

 東京 23 区では、江戸川区（35,220 人）、新宿区（33,907 人）、足立区

（33,138 人）に続いて４番目に外国籍区民が多い。 

 

 
図１ 外国籍区民の人口の推移 
［『江東区データブック 2022』より引用）］ 

 

（２） 国籍 
 

 外国籍区民を国籍別にみると、中国が 50.2％と過半数を占めている。次いで

韓国が 14.8％、インドが 8.2％、フィリピンが 5.3％、ベトナムが 3.5％となっ

ており、上位５か国が全体の約８割を占めている。〈図２〉 

 
図２ 外国籍区民の国籍別割合 

 

中国
50.2%

韓国
14.8%

インド 8.2%

フィリピン 5.3%

ベトナム 3.5%

その他
18.0%

江東区（2021年1月現在）

中国
40.2%

韓国
16.0%ベトナム 6.7%

フィリピン 6.1%

ネパール 4.5%

その他
26.5%

東京都（2021年1月現在）
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第２章 外国籍区民の現状 

 

（３） 在留資格 
 

 外国籍区民を在留資格別にみると、「永住者・特別永住者」（40.4%）が最

も多く、次いで「技術・人文知識・国際業務」（16.7％）、「家族滞在」

（14.1％）となっている。（2021 年 1 月現在） 

 

 

（４） 江東区での居住年数 
 

 外国籍区民を江東区での居住年数別にみると、「１年以上３年未満」が最も

多く、次いで「８年以上」、「１年未満」となっている。 

 ３年以上居住している外国籍区民が半数以上であり、居住年数が１年以上の

外国籍区民が約８割を占めている。〈図３〉 

 

 
図３ 外国籍区民の江東区での居住年数（2021 年 1 月現在） 

 

（５） 居住地域 
 

 外国籍区民の人口を居住地域別にみると、「豊洲地区」が最も多く、次いで

「砂町・南砂地区」、「大島地区」、「亀戸地区」と続く。〈図４〉 

 

 
図４ 外国籍区民の居住地域別人口割合（2021 年 1 月現在） 

 
 

26.9% 13.6% 15.3% 27.1% 17.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8年以上 5年以上8年未満 3年以上5年未満
1年以上3年未満 1年未満

24.7%

19.1%

17.8%

17.1%

6.2%

4.4%

4.2%

3.7%

2.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

豊洲地区

砂町・南砂地区

大島地区

⻲⼾地区

東陽・木場地区

小松橋地区

富岡地区

白河地区

⻘海（若洲・新木場含む）地区
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第２章 外国籍区民の現状 

２ 江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査 
 
 令和３年（2021 年）、江東区の外国籍区民及び日本国籍区民の生活実態や区
政への意見・要望を把握し、現状の分析や今後の多文化共生の取り組みにつな
げるため、「江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査」（以下、
「調査」という。）を実施し、報告書を作成した。 
 
《調査の種類》 

外国籍区民調査 区内在住の満 18 歳以上の外国籍区民 5,000 名 

日本国籍区民調査 区内在住の満 18 歳以上の日本国籍区民 2,000 名 

 
《調査方法と回収状況》 

調 査 方 法 郵送による配布及び回収 

抽 出 方 法 居住地域及び国籍ごとに住民基本台帳から無作為抽出 

調 査 期 間 令和３年７月 20 日（火）～８月 13 日（金） 

回 収 率 外国籍区民 30.3％ ／日本国籍区民 46.0％ 

 
《調査票》 

 外国籍区民調査 日本国籍区民調査 

ペ ー ジ 数 28 ページ ８ページ 

設 問 数 37 問（属性９問含む） 24 問（属性６問含む） 

※関連する設問ではクロス集計を行い、傾向の把握を実施。 
 
《江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書》 
○ 江東区ホームページ 

URL:https://www.city.koto.lg.jp/101032/tabunka2021tyousa.html 

 

 
 

調査結果を以下の３つの視点に分類し、現状を分析した。 
 

 （１） 日常生活における現状 

 

 （２） 多文化共生の意識における現状 

 

 （３） 地域との交流における現状 
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第２章 外国籍区民の現状 

 

（１） 日常生活における現状 
 

① 日本語のレベルと学習意欲 
 

〇 外国籍区民の日本語レベルについて、【話す】と【聞く】に着目すると、

「できる」が７割を超えており、「できない」は２割台にとどまる。 

〇 外国籍区民の日本語の学習意欲について、約８割が日本語を「学びたい」

と回答している。〈図５〉 

 

 
図５ 外国籍区民の日本語の学習意欲 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

② 江東区への定住意向 
 

〇 外国籍区民の定住意向は９割を超えており、とても高くなっている。 

〇 外国籍区民が江東区に住んで良かったことでは、「住む環境が良い」が７

割を超えている。また、「交通機関が便利」と「仕事、通勤に都合がよい」

は、５割を超えている。〈図６〉 

 

 
図６ 外国籍区民が江東区に住んで良かったこと（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

  

n=(1,513)  

住む環境がよい

交通機関が便利

仕事､ 通勤に都合がよい

治安がよい

医療・福祉環境がよい

子育て･ 教育環境がよい

防災上安心

家賃が安い

同国人が多い

とくにない

無回答

72.8

58.5

53.5

43.0

30.1

28.1

17.6

15.1

15.1

2.2

1.7

0 20 40 60 80 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

③ 各サービスの認知度と情報入手手段 

 

〇 ごみ捨ての翻訳案内と江東くらしガイド外国語版の認知度は、３割を超え

ており、比較的高くなっているが、国民健康保険や住民税の翻訳案内など、

社会制度に関する案内の認知度は、１割台と低くなっている。〈図７〉 

〇 人伝え（友人・知人等）やインターネット（区のホームページ・SNS 等）

を情報入手手段とする回答が多い一方、町会・自治会の掲示板や区の広報

掲示板を情報入手手段とする回答は少なくなっている。〈図８〉 

〇 江東区国際友好連絡会（I.F.C.）（以下、「I.F.C.」という。）など、区

以外の団体等が取り組んでいる活動の認知度は１割程度である。 

 

 
図７ 江東区が行っているサービスに対する外国籍区民の認知度（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 
図８ 外国籍区民の情報入手手段（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

とくにない

無回答

区のホームページ

SNS

家族・親戚

同国人のコミュニティなどからの情報配信

区役所・出張所・図書館・幼稚園・保育園・学校などの施設

スーパーマーケット､ コンビニ､ 飲食店等

町会・自治会の掲示板

江東区の広報掲示板

その他

n=(1,513)  

友人・知人

こうとう区報

テレビ・ラジオ

学校や職場の同僚

43.8

32.6

30.7

27.2

26.0

25.2

24.7

23.9

21.3

19.6

11.0

10.2

2.8

5.8

2.2

0 10 20 30 40 50 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

 

④ 生活で困っていること・心配なこと 
 

〇 社会制度（健康保険・年金・税金等）に関して「わかりにくい」が４割を

超えている。〈図９〉 

〇 ３割以上の外国籍区民が病院・医療でのコミュニケーションについて、不

安や心配を抱えている。〈図９〉 

 

 
図９ 外国籍区民が日本で生活していて困ったこと・心配なこと（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

⑤ 防災関係 
 

〇 外国籍区民は日本国籍区民と比較して、災害時の備えについて、「備えて

いない」割合が高い。 

〇 外国籍区民のうち、避難所を「知らない」割合が４割を超えており、日本

国籍区民と比べて大きな差がある。〈図 10〉 

 

 
図 10 外国籍区民と日本国籍区民の避難所の認知度 
［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

n=(1,513)  

健康保険・年金・税金などの仕組みがわかりにくい

病院・医療でのコミュニケーションがうまくとれない

日本語の読み書き

地域活動の情報がない、地域住民と知り合う機会が少ない

災害時に必要な情報を得られるか不安

日本語教室など日本語を学べるところが少ない

生活上の相談をどこにすればよいかわからない

差別的な扱いを受ける

在留資格やビザに関すること

入居を断られる、保証人がなかなか見つからない

出産・子育て・子どもの教育

仕事を探す方法がわからない

ごみの出し方などの生活ルール

交通ルール・案内標識がわかりにくい

その他

とくにない

無回答

42.8

34.5

31.0

28.4

22.6

21.5

20.0

19.8

18.3

17.1

15.1

13.4

5.3

4.4

2.3

16.6

1.7

0 10 20 30 40 50 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

（２） 多文化共生の意識における現状 
 

① 差別の経験 
 

〇 日本人からの差別の経験の有無について、46.6％が「ある」と回答してい

る。 

〇 日本人からの差別の経験の有無について、「ある」と回答したうちの３割

以上が「家を探すとき」、「仕事をしているとき」、「外に出ているとき」

に差別を受けたと感じている。〈図 11〉 

〇 偏見・差別をなくすために必要なことでは、「お互いの生活習慣の違いを

認め合うこと」、「お互いの文化を知る」、「お互いを認め合う教育を進

める」と回答した割合が６割を超えており、他と比べて高くなっている。

〈図 12〉 

 

 

 
図 11 外国籍区民が差別を感じた場面（複数回答） 
［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

 

 

 
図 12 外国籍区民が思う偏見・差別をなくすために必要なこと（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

  

n=(702)  

お互いの生活習慣の違いを認め合うこと

お互いの文化を知る

お互いを認め合う教育を進める

日本人と外国人が交流する

悩みを相談する窓口

その他

わからない

無回答

64.0

62.5

60.8

47.3

17.4

7.1

6.6

2.0

0 20 40 60 80 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

 

② 区に期待する取り組み 
 

〇 外国籍区民が最も期待していることは、「日本人に対して外国人への偏見

や差別などをなくすための意識を啓発する」ことである。〈図 13〉 

〇 日本国籍区民は、「日本での生活習慣（ごみの正しい出し方など）を教え

る（教えてもらう）」ことを期待している。〈図 13〉 

〇 外国籍区民と日本国籍区民の双方が、「やさしい日本語を推進する」こと

を期待している。〈図 13〉 

 

 

 
図 13 多文化共生に向けて区に期待する取り組み（複数回答） 

（外国籍区民と日本国籍区民と比較） 
［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

 

 

  

生活情報や行政情報を発信する際に多言語化を推進する

日本での生活習慣（ごみの正しい出し方など）を教える

学んだ日本語を発表する機会
（日本語でのスピーチ大会など）を増やす

その他

多言語相談窓口の対応言語数を増やす

さまざまな国・地域の文化にふれ合う多文化交流会を充実する

日本文化を学ぶイベントなどを充実する

日本人に対して外国人への偏見や差別などを
なくすための意識を啓発する

やさしい日本語を推進する

法律や労働などの専門分野について
多言語で相談できる内容を増やす

外国籍区民の活躍機会（ボランティア、地域活動）を充実する

災害発生時の支援体制を充実する

学校や医療機関など公的施設への通訳者の派遣を増やす

防災対策に関する情報提供を充実する

日本語の学習を支援する

とくにない

無回答

56.8

54.7

52.5

46.5

44.9

43.8

41.3

41.2

40.4

40.4

38.1

36.7

36.5

18.8

2.9

4.8

1.7

36.3

46.6

29.3

20.4

36.2

26.0

38.5

34.8

22.8

31.2

21.2

25.7

66.4

8.3

6.1

8.9

2.5

0 20 40 60 80

外国籍区民 n=(1,513)  

日本国籍区民 n=(920)  

(%)
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第２章 外国籍区民の現状 

③ 相互理解 
 

〇 外国籍区民と日本国籍区民の双方が、お互いの文化や習慣、日常生活にお

けるルールやマナーを知らないためにトラブルが発生している。 

〇 外国籍区民と日本国籍区民の相互理解が進んでいないことも一因となり、

日本国籍区民は、地域に外国籍区民が増えることによるトラブルの発生を

懸念する意見が多い。 

〇 外国籍区民は、「自分たちの文化、生活習慣を理解してほしい」と同時に、

「日本語、日本の習慣を紹介してほしい」とも回答しており、日本のこと

を理解しようとしている。〈図 14〉 

〇 外国籍区民と日本国籍区民が、異なる文化や習慣への理解を促すイベント

が少なく、交流する機会が限られている。 

〇 外国籍区民と日本国籍区民との交流イベント自体を知らない人もいる。 

 

 

 
図 14 外国籍区民が相互理解のために日本人に求めること（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

 

 

 

  

n=(1,513)  

自分たちの文化、生活習慣を理解してほしい

日本語、日本の習慣を紹介してほしい

あいさつなど親しく声をかけてほしい

地域の行事やイベントなどに誘ってほしい

生活ルールをわかりやすく伝えてほしい

町会・自治会や地域のことを教えてほしい

外国語を習得してほしい

その他

とくにない

無回答

38.2

37.0

33.9

32.6

26.3

23.5

21.3

3.4

17.8

3.6

0 10 20 30 40 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

 

（３） 地域との交流における現状 
 

① 外国籍区民の地域活動 
 

〇 外国籍区民のうち、町会・自治会に加入している割合は 19.1％であり、 

日本国籍区民（62.0％）と比べて低くなっている。〈図 15〉 

〇 外国籍区民が地域活動に参加しない理由では、「参加の仕方がわからない」

（49.2％）が最も多く、次いで「活動に関する情報が少ない」（40.7％）、

「活動に誘われない」（39.8％）となっている。〈図 16〉 

 

 

 
図 15 町会・自治会への加入状況（外国籍区民と日本国籍区民の比較） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

 
図 16 外国籍区民が地域活動に参加しない理由（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

  

外国籍区民 (1,513)

日本国籍区民 (920) 62.0 35.0 3.0

(%)
ｎ

19.1 47.8 30.9

2.2

入
っ

て

い

る

入
っ

て

い

な

い

知
ら

な

い

無
回

答

n=(1,231)  

参加の仕方がわからない

活動に関する情報が少ない

活動に誘われない

参加する時間がない

言葉が通じない

体力的･ 身体的に参加が難しい

その他

活動に興味がない

無回答

49.2

40.7

39.8

32.5

25.3

3.8

2.9

7.2

1.4

0 10 20 30 40 50 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

② 外国籍区民のコミュニティ・グループ 
 

〇 外国籍区民同士での相談・情報交換の場として、「同じ国出身のコミュニ

ティ・グループ」（40.6％）や「職場の仲間」（35.6％）の割合が高くな

っている反面、「とくに決まったグループや仲間はいない」の回答も３割

程度ある。〈図 17〉 

〇 「同じ国出身のコミュニティ・グループ」の把握方法として最も多いのは、

「友人・知人（同じ国籍の人）」で約８割を占めている。また、「SNS」

（38.1％）や「インターネット」（37.9％）も活用されている。〈図 18〉 

 

 

 
図 17 外国籍区民同士での相談・情報交換の場（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

 
図 18 「同じ国出身のコミュニティ・グループ」の把握方法（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 

 

  

n=(1,513)  

同じ国出身のコミュニティ・グループ

職場の仲間

学校や習い事教室の仲間

子育て仲間

その他

とくに決まったグループや仲間はいない

無回答

40.6

35.6

12.2

12.1

1.9

32.7

3.2

0 10 20 30 40 50 (%)

n=(614)  

友人・知人（同じ国籍の人）からの紹介

SNS

インターネット

友人・知人（日本人）からの紹介

友人・知人（日本人・同じ国籍の人以外）からの紹介

大使館・領事館からの紹介

その他

無回答

79.6

38.1

37.9

14.2

9.9

2.4

3.4

1.1

0 20 40 60 80 (%)
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第２章 外国籍区民の現状 

 

③ ボランティアなどへの協力意向 
 

〇 外国籍区民のうち、約７割が地域の中で何らかの活動をしてみたいと感じ

ている。〈図 19〉 

〇 外国籍区民が地域の中で活動してみたいこととして、「国際交流・多文化

交流に関する活動に取り組みたい」、「翻訳や通訳で地域に役立ちたい」、

「母国語を日本人に教えたい」、「日本の人に母国を紹介する活動に取り

組みたい」などがある。〈図 19〉 

 

 

 
図 19 外国籍区民が地域の中で活動してみたいこと（複数回答） 

［『江東区外国籍区民及び日本国籍区民意識・意向調査報告書』より引用）］ 
 

 

翻訳や通訳で地域に役立ちたい

母国語を日本人に教えたい

日本の人に母国を紹介する活動に取り組みたい

地域のイベントなどの活動に取り組みたい

地域の外国籍区民を支援する活動に取り組みたい

母国の人に日本を紹介する活動に取り組みたい

n=(1,513)  

国際交流･ 多文化交流に関する活動に取り組みたい

とくに活動したくない

無回答

町会・自治会の活動を日本人と一緒にしたい

地域の防災・防犯活動に関する活動に取り組みたい

子育て支援に関する活動に取り組みたい

地域の産業振興に関する活動に取り組みたい

PTA や保護者会の活動を日本人と一緒にしたい

その他

34.6

33.1

24.5

24.2

22.3

22.1

21.2

19.4

14.1

13.0

12.8

5.8

2.2

25.4

4.7

0 10 20 30 40 (%)
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 第２章にて現状を分析したことを踏まえ、以下の３つの視点から 

課題を抽出した。 
 

     １ 日常生活における課題 
 

     ２ 多文化共生の意識における課題 
 

     ３ 地域との交流における課題 
 

  

第３章 

現状を踏まえた課題 
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第３章 現状を踏まえた課題 

１ 日常生活における課題 
 

（１） 日本語教育環境の整備 
 

① 日本語の学習意欲が高い外国籍区民が多いことから、外国籍区民が日本語

を学ぶことができる環境整備に取り組む必要がある。 

② 「日本語教育の推進に関する法律」で「国」、「自治体」に加えて、「事

業主」の３者が日本語教育を推進する責務を負うと定めているため、今後

は事業主等に対しても法の周知が必要である。 

③ 区内の既存団体による日本語教室の情報を適宜更新する必要がある。 

 

（２） 情報発信の方法 
 

① 区の取り組みや防災情報、社会制度等の情報を広く周知するための方法を

検討する必要がある。 

② 外国籍区民が情報を入手しやすくするために、区の相談窓口の一元化等を

検討する必要がある。 

③ 区内には約 120 か国以上の外国籍区民がおり、すべての外国籍区民の母語

を多言語化することは現実的に困難なため、やさしい日本語を使用した情

報発信を検討する必要がある。 

 

（３） 発災時の対応 
 

① 外国籍区民に対し、日ごろから災害時の備えと避難所の場所を事前に確認

しておくことを周知するなど、意識を啓発していく必要がある。 

② 避難所での外国籍区民への情報提供の方法や受け入れ体制、コミュニケー

ションの取り方などについて、事前に検討し、準備しておく必要がある。 

 

（４） その他 
 

① 区の各所管課が異なる通訳・翻訳システムや機器等を導入しているため、

緊急時などに融通が利かない。 

② 外国籍区民にとって、区役所の申請書類等は１つの文章が長く、専門用語

等も使用しているため、わかりにくい。 
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第３章 現状を踏まえた課題 

 

２ 多文化共生の意識における課題 
 

（１） 差別に対する意識啓発 
 

① 日本国籍区民に対して、多様性という意味で外国籍区民への理解を促進し

ていく必要がある。 

② 区が情報発信等を通じた相互理解の支援について、国や東京都との連携を

検討する必要がある。 

③ 仕事の機会での差別経験も多くあることから、事業主等が外国人を円滑か

つ積極的に受け入れることができる環境づくりを検討する必要がある。 

 

（２） 日常生活とやさしい日本語 
 

① 外国籍区民は江東区の一員であるため、日本の文化や日常生活におけるル

ールを理解しやすくなるような取り組みが必要である。 

② 区の職員等に対し、やさしい日本語が主なコミュニケーションツールの一

つとなり得ることを示し、必要性について理解してもらう必要がある。 

 

（３） 相互理解の方法 
 

① 外国籍区民と日本国籍区民が、居住地域をはじめとして、区内各所で気軽

に立ち寄り、交流できる場を増やしていく必要がある。 

② 国籍を問わず、区民がイベントなどを通じて色々な国の文化や習慣等に触

れたり、交流したりできる機会や場を増やしていくとともに、周知の方法

を検討する必要がある。 

③ 外国籍区民と日本国籍区民の交流が一過性とならないように、日ごろから

挨拶などの声かけをお互いができる雰囲気の醸成が必要である。 

 

 
 

※ 「やさしい日本語」とは 

  （東京都多文化共生ポータルサイト（https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/yasanichi.html）より引用） 

  ・ 外国人等にもわかるように配慮して、簡単にした日本語のこと 

  ・ 1995 年の阪神・淡路大震災の際、多くの外国人が被害を受けたことから、外国人に 

    できるだけ早く正しい情報を伝えられるよう考え出され、東日本大震災において、 

    意義が再確認された 

 

  本指針において、「やさしい日本語」を以下のとおり定義する。 

 

  「難しい言葉を外国籍区民にとってわかりやすい表現に言い換えた日本語」 
 

  具体的には、 

  ・文章は短く、一文で一つの情報提供に 

  ・主語を明確にし、二重否定やあいまいな表現は避ける 

  ・ふりがなをふる（全部ひらがなはかえってわかりにくい） 

  ・写真やイラストを併用する 

  ・話すときはゆっくり、はっきり話す／書くときは分かち書きを 

  

【参考】 

東京都多文化共生 

ポータルサイト 
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第３章 現状を踏まえた課題 

３ 地域との交流における課題 
 

（１） 外国籍区民の地域活動 
 

① 町会・自治会等の地域活動に対する参加意向は高いものの、情報が少ない

ことにより、地域活動に参加しない（できない）外国籍区民が多いため、

情報発信の方法等を検討する必要がある。 

② 外国籍区民が地域活動に参加しない（できない）理由として、町会・自治

会等に外国籍区民の受け入れ体制が無く、対応できないことなども考えら

れるため、町会・自治会等に対して、外国籍区民を受け入れることができ

る環境の整備を支援する必要がある。 

③ 日本語を話すことができる外国籍区民が多い一方、日本国籍区民には外国

籍区民への対応において、言葉の壁が存在すると推察される。 

④ 外国籍区民が町会・自治会等の地域活動やボランティア活動等の社会活動

に参加しやすくするための環境や体制作りが必要である。 

 

（２） 外国籍区民のコミュニティ・グループと日本国籍区民との交流 

 

① 区内にどのような外国籍区民のコミュニティ・グループがあるのか把握で

きていない。 

② 外国籍区民のコミュニティ・グループとの連携方法や活用方法が不明確で

ある。 

③ 外国籍区民のコミュニティ・グループと日本国籍区民の交流が少ないため、

イベントなどを通じた交流機会の創出が必要である。 

 

（３） 地域活性化の促進 
 

① 外国籍区民を支援の受け手としてだけで捉えるのではなく、地域の担い手

であることを理解してもらう必要がある。 

② 外国籍区民は自身の文化等の理解を求めるのと同時に、日本のことを理解

しようとしているため、こうした意識を地域の中でどのように活用してい

くか検討する必要がある。 

③ 日本国籍区民と外国籍区民が、お互いを尊重し合うことができるようにな

るための交流機会を創出する必要がある。 
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 第３章にて明確となった課題を踏まえて、以下の３つの基本目標を

掲げ、必要となる施策・事業に取り組んでいく。 
 

 ＜基本目標１＞ 日常生活に関する支援 
 

 ＜基本目標２＞ 多文化共生の意識啓発と醸成 
 

 ＜基本目標３＞ 地域活性化と交流機会の創出 
 

  

第４章 

基本目標と取組方針 
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第４章 基本目標と取組方針 

＜基本目標１＞ 

日常生活に関する支援 
 

 
 

 

● 取組方針 
 

１ 日本語教育環境の整備 
 

① 日本語指導が必要な児童・生徒に対する日本語講師派遣や日本語支援事業

について、教育委員会で継続して実施していく。 
② 「日本語教育の推進に関する法律」の周知に取り組む。また、就労時にお

ける日本語習得のための研修の機会を確保できるような相談体制の構築に

取り組んでいく。 

③ 「I.F.C.」をはじめ、区内の各種団体が実施している日本語教室等の情報

を本区に特化した主要な言語※（以下、主要言語という。）及びやさしい

日本語で提供する。 

 

 
※本区に特化した主要な言語とは 

 江東区においては、「英語、中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピノ語」とする。 

 主要な言語によって約 90％の外国籍区民に対応できると想定。 

 

  

 

  外国籍区民が地域住民と共に協力して日常生活を送ることができるよう、

日本語教育を推進するとともに、やさしい日本語や多言語化などコミュニ

ケーションを取ることができる環境の整備に取り組む。 

 

  外国籍区民に対して、医療・保険サービス、子ども・子育てなどの行政サー

ビスを適切に提供するとともに、就労や災害時の支援体制の整備を進め、

情報提供及び周知方法の拡充に取り組む。 

 

  地震等の自然災害の経験や体験が少ない外国籍区民もおり、国によって災

害に対する意識も異なるため、災害への備えの重要性や避難所の周知に取

り組む。 
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第４章 基本目標と取組方針 

 

２ 情報発信の方法 
 

① 教育・医療・防災等の生活全般及び社会制度等に関する情報の多言語化

（主要言語）に取り組む。 

② 区のホームページに加え、区の公式 LINE や Twitter 等の SNS を活用し、効 

率的かつ効果的な情報発信に取り組む。 

③ 外国籍区民や各種団体の協力を得ることで、各国のコミュニティを媒介と

した情報発信の方法を新たに活用する。 

④ 地域振興課を外国籍区民の相談窓口として一元化することで、各所管課へ

繋ぐ調整役とする。 

⑤ やさしい日本語を使用することで、外国籍区民に対してわかりやすい情報

提供を進めていく。 

 

３ 発災時の対応 
 

① 防災訓練等を通じて、災害時に備えるものを実際に手にとる体験をしても

らうとともに、住む地域によって避難所が異なることを啓発する。 

② 「I.F.C.」と連携し、平常時から日本語の学習支援や関係機関・団体との

調整、相談を行う体制を構築することで発災時の対応を強化する。また、

避難所への通訳者の派遣も行う。 

 

４ その他 
 

① 各所管課で通訳・翻訳システムや機器等を導入または改修等をする際に、

地域振興課が情報提供を行うことでスムーズな導入につなげる。 

② 既存の申請書類など、定型化されているものも含めて印刷時や改訂時、作

成時などにやさしい日本語を使用した内容へ修正する。 

③ 庁内において、やさしい日本語を推進するために、「（仮称）やさしい日

本語アドバイザー」業務の委託を検討する。 

④ 主要言語での外国籍区民対応が必要な場面に備え、職員の自己啓発による

言語能力育成を推進する。 

⑤ 少数言語への対応や区での対応が困難な場合の相談窓口として、「東京都

つながり創生財団」や「FRESC（フレスク）」、医療機関・薬局案内サー

ビス「ひまわり」等の情報を提供する。 
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第４章 基本目標と取組方針 

＜基本目標２＞ 

多文化共生の意識啓発と醸成 
 

 
 

 

● 取組方針 
 

１ 差別に対する意識啓発 
 

① 日本国籍区民に対して、外国の文化・習慣について紹介していくことで、

日ごろから異なる文化への受容力を高め、差別や偏見を無くしていく。 

② 外国籍区民に対して、日本の文化・習慣をはじめ、区の文化や習慣も理解

してもらうための啓発を SNS や冊子等で行う。 

③ オリンピック・パラリンピックレガシー活用事業などを通じ、学校におけ

る多様性を認めあう態度を育成する教育を進めていく。 

④ 企業や事業主等に対し、国が外国人の受け入れを推奨していることを知っ

てもらい、外国人受け入れの支援体制などへの理解を深めてもらうため、

講習会の実施や啓発用のチラシ等を作成し、配布する。 

 

  

 

  外国籍区民が不当な差別を受けている現状があり、解消に向けた対策は、

国際的かつ社会的要請であるため、改善に向けた相談体制などの整備に

取り組む。 

 

  日常生活での支援があった上で、地域住民と外国籍区民が共生していくた

めに、多文化共生における相互理解の推進に取り組む。 

 

  様々な教育の機会を通じて多文化共生社会への意識啓発と醸成に取り組

む。 
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第４章 基本目標と取組方針 

 

２ 日常生活とやさしい日本語 

 

① やさしい日本語は、日常生活だけでなく、災害時や緊急時にも幅広く活用

ができることのメリットを紹介する。 

② 外国籍区民の母語ではなく、やさしい日本語を使用すれば意思疎通できる

場合が多いことを周知し、言葉の壁を低くする。 

③ 各所管課でやさしい日本語を使用した文書等を作成できるように、マニュ

アル（職員ハンドブック）を作成し、全庁共有フォルダへ掲載する。 

また、職員や教員向けにやさしい日本語の研修や講演会を企画・運営する

などアドバイスができるサポート体制を構築する。 

 

３ 相互理解の方法 

 

① 交流の機会創出のため、「国際交流友好の広場」や「国際交流のつどい」

等の既存の国際交流イベントのさらなる魅力創出などの改善等を行うこと

に加え、新規イベントの企画についても検討する。 

② 外国籍区民と日本国籍区民との相互理解を進めるための研修や講演会を企

画し、実施する。 

③ 観光・芸術・文化・スポーツなど、江東区での生活をより楽しむことがで

きるような情報を主要言語及びやさしい日本語により配信していく。 

④ 挨拶など声かけを通じて、コミュニケーションを育むことの必要性につい

て、具体的な取組事例等を含め、町会・自治会等に適宜周知していくとと

もに、関係所管課等に情報共有する。 
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第４章 基本目標と取組方針 

＜基本目標３＞ 

地域活性化と交流機会の創出 
 

 
 

 

● 取組方針 
 

１ 外国籍区民の地域活動 
 

① 外国籍区民に対し、日ごろから町会・自治会の活動や必要性などについて

各種情報媒体を活用して啓発し、町会・自治会への加入促進につなげる。 

② 町会・自治会等の地域活動団体において、外国籍区民の受け入れ体制作り

や相談等を行う。 

③ 町会・自治会向けに、やさしい日本語を使ったコミュニケーションの事例

等を紹介し、掲示板や回覧板に掲示するチラシ等をやさしい日本語で作成

してもらえるように講習や研修等を行う。 

④ 日本語を話すことができる外国籍区民が多いため、外国籍区民と接すると

きは日本語（できればやさしい日本語でゆっくり・はっきり・簡潔に話す）

でもコミュニケーションを取ることができる場合が多いことを周知し、言

葉の壁を取り除いていく。 

 

  

 

  日常生活に関する支援及び相互理解促進による多文化共生への意識が浸

透することで、地域との連携・協力関係を構築・活性化し、外国籍区民と日

本国籍区民との交流機会の増加に取り組む。 

 

  区内の「永住者」の人数が増加傾向にあることを受け、区内に存在する外国

籍区民同士のコミュニティやグループを把握し、活用することで効率的な

情報発信等に取り組む。 

 

  外国籍区民は、今後の地域社会での担い手となることも期待されているこ

とから、地域における盆踊りや一斉清掃、防災訓練などのイベントを通じ

て、交流の機会を創出するなど、コミュニケーションの場の提供に取り組

む。 

 

28



第４章 基本目標と取組方針 

 

２ 外国籍区民のコミュニティ・グループと日本国籍区民との交流 
 

① 外国籍区民に対して、区の名所や名物などを紹介し、体験・訪問できるツ

アーなどを企画して、江東区への愛着を深めてもらう。 

② 江東ボランティア・センターと連携し、通訳や翻訳など外国籍区民の特性

を活かした活動や、日本語ができなくてもポケット翻訳機等を活用して参

加できるボランティア活動などの情報を積極的に外国籍区民に提供し、参

加を促すことで地域社会の一員であることの意識を醸成する。 

③ 外国籍区民のコミュニティ・グループなどが開催するイベントの情報を収

集し、日本国籍区民にも周知することで、交流の機会を創出する。 

 

３ 地域活性化の促進 
 

① 外国籍区民も地域のイベント等に興味を持ち、参加するきっかけを求めて

いるため、町会・自治会等から積極的にコミュニケーションを取ってもら

えるように働きかける。また、外国籍区民は、地域の担い手であることを

認識してもらい、地域の活性化につなげる。 

② 外国籍区民に対して、町会・自治会等から呼びかけ等があった場合は、積

極的に参加・協力するよう周知する。 

③ 盆踊りや一斉清掃などのイベントに地域の外国籍区民を招待したり、参画

してもらったりすることで顔見知りの関係を築き、居住地域への順応性を

高める。 

④ 日本国籍区民に国際交流イベントへの参加を呼びかけ、色々な国の人たち

と接する機会を設け、文化や習慣等の相互理解の促進を図り、日常生活に

おける抵抗感を払拭する。 

⑤ 「I.F.C.」を通じて、町会・自治会をはじめ、区や各実行委員会で開催す

る区内イベントにボランティアを派遣してもらうことで、イベント参加に

対するハードルを下げる。 
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第５章 推進体制 

交流・相互理解 手続き・説明 

通訳派遣・多言語翻訳 

発災時の外国人支援 

連絡・調整 連絡・調整 

◆ 推進体制イメージ ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な役割】 

● 区地域振興課 

  外国籍区民の一元的な問い合わせ窓口及び全庁のとりまとめを行う。必要

に応じて各所管課や町会・自治会に連絡し、調整・案内を行う。また、江東

区国際友好連絡会（I.F.C.）との連携を行う。 

● 区各所管課 

  地域振興課と連携しながら、外国籍区民が理解しやすい案内や書類の作成

を行うとともに外国籍区民に向けた施策を検討する。 

● 町会・自治会 

  地域振興課と連携しながら、地域に住む外国籍区民との交流や相互理解を

行う。挨拶の声かけをはじめ、盆踊りや一斉清掃等への参加を促す。 

● 江東区国際友好連絡会（I.F.C.） 

  地域振興課と連携しながら、参加団体との調整を行う。平常時の通訳派遣

や文書の翻訳に加えて、発災時には、外国人の支援等を行う。 

外国籍区民 

区 

各所管課 

 

 
 

町会・ 

自治会等 

 

 
 

《一元化窓口》 

地域振興課 

 

案内 

イベント企画 

案内 

翻訳機貸与 

江東区国際友好連絡会（I.F.C.） 
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第６章 参考資料 
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【生活】 ※や：やさしい日本語

相談名 内容 日時 担当・場所・連絡先 対応言語

外国人相談
生活や仕事、区や手続きに関する相談
など（通訳による対応）

毎週木曜日（祝祭日を除く）
13:00~16:00

担：広報広聴課広聴相談係
場：区役所2階広報広聴課相談室
外：03-3647-2364
内：2275〜6、2281

中

行政書士による
外国人無料相談会

ビザ、永住、帰化、国際結婚、経営、
法改正等

毎月第⼀月曜日 13:00~16:00
（5月・1月及び第⼀月曜日が祝祭日の
月は開催しない）

担：地域振興課区⺠交流担当
場：区役所2階エレベーター前
外：03-3647-4963 内：2417〜8

英

ふれあい指導
ごみの出し方がわからない方に対して
職員が説明

必要に応じて随時
担：清掃事務所作業係
場：現地（江東区内）
外：03-3644-6216 内：7577

対象者に応じる

粗大ごみ受付業務 粗大ごみの受付を多言語で対応 必要に応じて随時
【粗大ごみ申し込み先】
粗大ごみ受付センター
03-5296-7000

英・中・韓・
ベトナム・
ポルトガル・
スペイン・タイ

中国在留邦人
生活支援事業

中国残留邦人及び配偶者への生活支援 必要に応じて随時

担：保護第⼀課事業調整担当
場：保護第⼀課、保護第二課
  中国残留邦人地域交流センター
外：03-3647-9526 内：2748

中

対応場所 内容 対応方法 担当・連絡先 対応言語

区⺠課住⺠記録係
（区役所2階3
番）

窓⼝受付を外国語で対応 外国人住⺠支援員
担：区⺠課住⺠記録係（窓⼝担当）
外：03-3647-3162 内：2537

英・中

豊洲シビック
センター

日本語が話せない外国人来庁者への
総合案内

窓⼝総合案内（窓⼝対応）
担：豊洲特別出張所管理係
外：03-5534-9299

英

区役所・大島出張
所・⻲⼾出張所・
豊洲特別出張所

区内各所とコールセンター間における
ビデオ通話環境を構築

通訳クラウドサービス

担：区⺠課住⺠記録係（窓⼝担当）
外：03-3647-3162 内：2537
担：豊洲特別出張所住⺠係
外：03-3531-6316

英・中・韓・
スペイン・
ポルトガル・
タイ・タガログ

医療保険課窓⼝
窓⼝に外国人が来た場合にタブレット
端末を使用した通訳サービスを提供
（常時対応できない場合がある）

通訳クラウドサービス
担：医療保険課庶務係
外：03-3647-3166 内：2562

英・中・韓・
スペイン・
ポルトガル・
タイ・タガログ・
ベトナム

名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語
生活・仕事
ガイドブック

日本での生活・仕事に関する案内冊子
生活ルール等に関すること

区役所2階区⺠ホール
担：区⺠課住⺠記録係
外：03-3647-3162 内：2537

や

江東くらし
ガイド外国語版

江東区の生活情報・区政情報を掲載
区役所2階こうとう情報ステーション
区⺠課住⺠記録係

担：広報広聴課広報係
外：03-3647-2299 内：2272

英・中・韓・や

外国人在留
マニュアル

安全安心な生活を送るための
マニュアル
ルール、マナー、法律、就労、
届出など

区役所2階区⺠ホール
担：区⺠課住⺠記録係
外：03-3647-3162 内：2537

英・中・韓・
ベトナム・
ネパール・タイ・
や

マイナンバー
案内チラシ

マイナンバーが新規付番される外国人
向けにマイナンバー制度に関する案内
チラシ

英・中・や

外国語指さし
会話集

住所異動届等受付時に使用する指さし
会話集

英・中・
ベトナム・や

東京出入国在留
管理局案内チラシ

東京出入国在留管理局の案内チラシ 英・中・や

相談関係

手続き関係

印刷物等

区役所2階3番（住⺠記録窓⼝）
担：区⺠課住⺠記録係
外：03-3647-3162 内：2524

江東区外国人対応一覧（令和４年６月現在）
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名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語
再入国制度
案内チラシ

再入国制度の案内チラシ 区役所2階3番（住⺠記録窓⼝）
担：区⺠課住⺠記録係
外：03-3647-3162 内：2524

英・韓・や

外国語版ごみの
正しい分け方・
出し方

資源、ごみの分け方出し方の詳細を
説明したリーフレット

英・中・韓

外国語版資源・
ごみ収集日⼀覧

資源、ごみ収集日を掲載した
リーフレット

英・中・韓

資源・ごみ分別
アプリ

ごみ出し日のお知らせ、ごみの分別を
検索、拠点回収場所などを地図で表示

担：清掃リサイクル課清掃リサイクル係
外：03-3647-9181 内：6341

英・中・韓

国⺠健康保険外国
人ハンドブック

国⺠健康保険の制度を説明した冊子
担：医療保険課庶務係
外：03-3647-3166 内：2562

英・中・韓

介護保険制度利用
の手引き（3か国
語版）のホーム
ページ掲載

区ホームページに「介護保険利用の手
引き」の英語・中国語・韓国語版を掲
載し、QRコードを介護保険課より発送
する封筒に印刷

区ホームページ
QRコード付封筒は今年度順次作成

担：介護保険課庶務係
外：03-3647-9481 内：2661〜2

英・中・韓

区立図書館ホーム
ページの多言語対
応

区立図書館のホームページを多言語で
閲覧可能

区立図書館ホームページ
英・中・韓・
ヒンディー

図書館利用案内の
外国語表記

図書館の利用案内を3か国語にて翻訳
したものを配布
（開館時間や休館日、資料の借り方・
返し方、図書館内のサービス）

区立図書館全館 英・中・韓

江東区コミュニ
ケーションハンド
ブック

日常生活や災害時にイラストを指さす
ことでコミュニケーションをとること
ができるハンドブック

障害福祉部窓⼝、出張所等
担：障害者施策課施策推進係
外：03-3647-4749
内：2641〜4

英・中・韓

名称 内容 日時 担当・場所・連絡先 対応国（言語）

こうとう若者・女
性しごとセンター

外国人求職者の就労支援
月〜⼟曜日
（12/29〜1/3除く）

担：経済課雇用支援担当
場：カメリアプラザ9階
外：03-3647-8581 内：2439

英

介護の日本語教室

区内介護事業所に就労を希望する、
または既に就労している外国人に
対して、介護現場に即した介護の
日本語教室を開催

原則毎週水曜日
担：⻑寿応援課施設支援係
場：高齢者総合福祉センター
外：03-3647-4331 内：2616

対応できる範囲

【防災】
名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語

こうとう安全安心
メール

防災関連情報、防災行政無線登録者に
対し、外国語で情報発信

登録者へメール
担：危機管理課危機管理係
外：03-3647-9382 内：6232

英・中・韓

江東区防災マップ
避難所等の情報が掲載された
防災マップ（アプリ版有）

防災センター4階
区役所2階情報ステーション
各出張所、各図書館、
各文化センター

担：防災課災害対策係
外：03-3647-9587 内：6216〜8

英・中・韓

江東区洪水
ハザードマップ

荒川の水位上昇による洪水氾濫時の
災害避難地図
（HPにてダウンロード可）

防災センター6階2番窓⼝
防災センター4階1番窓⼝

江東区高潮
ハザードマップ

東京湾の海面上昇による高潮氾濫時の
災害避難地図
（HPにてダウンロード可）

防災センター6階2番窓⼝
防災センター4階1番窓⼝

江東区高潮
ブックレット

水害時の避難情報、江東区の治水対策
の歴史や氾濫のメカニズム等を掲載し
た情報学習冊子
（HPにてダウンロード可）

防災センター6階2番窓⼝
防災センター4階1番窓⼝

江東区大雨浸水
ハザードマップ

短時間強雨による内水氾濫時の
災害避難地図
（HPにてダウンロード可）

防災センター6階2番窓⼝
防災センター4階1番窓⼝

担：河川公園課工務係
外：03-3647-2538 内：6461

英・中・韓

仕事関係

区役所・出張所
担：清掃事務所作業係
外：03-3644-6216 内：7577

担：江東図書館
外：03-3640-3151
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【健康】
対応場所 内容 対応方法 担当・連絡先 対応言語

保健所保健予防課
感染症対策事業において感染症に
り患した区⺠への対話用

ポケトーク
担：保健予防課感染症対策係
外：03-3467-5879

全82言語

健診実施医療機関

健康診査受診時に受診者が記入する
質問票の翻訳文
各医療機関において日本語がわからな
い外国人の受診時に使用

⻭科検診実施
医療機関

⻭科検診受診時に用いる受診票（問
診・及び結果票）の翻訳文
日本語がわからない外国人の受診時に
使用

新型コロナウイルスワクチン接種のシ
ステム予約手順の多言語化

多言語翻訳
（区予約システムホームページ）

英・中・韓・
ベトナム・
タガログ

新型コロナウイルスワクチン接種に関
する申請や相談の区⺠対話用

ポケトーク 全82言語

新型コロナウイルスワクチン接種に関
する電話相談窓⼝（コールセンター）
の多言語対応

多言語通訳 英・中・韓

【こども】

対応場所 内容 対応方法 担当・連絡先 対応言語

保健予防課
保健相談所
（４所）

妊娠届の受付、⺟子手帳の交付、
こどもの予防接種の予診票発行
ゆりかご面接および各相談業務
乳幼児健診の受付・予診・個別指導
1歳・2歳児⻭科相談の受付、
⻭科医師の診断・個別指導

通訳クラウド
ポケトーク

担：保健予防課保健係
外：03-3647-5906

全82言語

こども家庭支援課
給付係（区役所3
階14番）

児童手当・子ども医療費助成・
ひとり親手当等の手続

通訳クラウド
担：こども家庭支援課給付係
外：03-3647-4754 内：2717

英・中・韓・
スペイン・
ポルトガル

保育課入園係
（区役所3階12
番）

認可保育園の入園相談・入園申し込み 通訳クラウド
担：保育課入園係
外：03-3647-4934

英・中・韓・
スペイン・
ポルトガル

大島子ども家庭
支援センター
豊洲子ども家庭
支援センター
有明子ども家庭
支援センター
東陽子ども家庭
支援センター

大島児童館
担：こども家庭支援課大島児童館
外：03-3682-9494

平野児童館
簡単な単語やフレーズの言語カードを
3か国語準備し、必要な時に提示して
いる

言語カードの提示
担：こども家庭支援課平野児童館
外：03-3643-1903

英・中・韓

窓⼝での多言語対応 コミュニケーションハンドブック

児童館の各世代の初回利用時に記入す
る利用申請書を3か国語用意している

左記のとおり

担：こども家庭支援課こども家庭係
外：03-3647-9230 内：3351〜6

窓⼝業務全般に対応 ポケトーク 全82言語

翻訳文
担：健康推進課健康づくり係
外：03-3647-9487

英・中・韓

手続き関係

新型コロナウイル
スワクチン接種推
進室

担：江東区新型コロナワクチン接種
  コールセンター
外：0120-115-721

各児童館
担：こども家庭支援課こども家庭係
外：03-3647-9230 内：3351〜6

英・中・韓
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イベント名 内容 場所 担当・連絡先 対応言語

フレンズクラブ
ひろばの親子が外国の曲に合わせて
踊ったりゲームをしたりする
【年5回 季節ごとに開催】

パパフレンズ
主に父親が参加し自己紹介等で交流を
図る
【6月頃開催】

お花見
桜をみる
【4月頃開催】

なつまつり
合唱や盆踊りなど
【7月頃開催】

ハロウィーン
仮想して遊ぶ
【10月末頃開催】

ひなまつり
お内裏様とお雛様に仮想して写真撮影
【3月頃開催】

名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語
児童手当制度
のご案内

「児童手当制度のご案内」の英語版を
配布

子ども医療費
助成制度のてびき

「子ども医療費助成制度のてびき」の
英語版を配布

子育てハンドブッ
ク2020

子育て支援情報冊子 区ホームページ
担：こども家庭支援課こども家庭係
外：03-3647-9230 内：3351〜6

英・中

ひろばの利用案内 利用案内が記載されたパンフレット 大島子ども家庭支援センター
担：こども家庭支援課こども家庭係
外：03-3647-9230 内：3351〜6

英・中

妊娠届 妊娠届の英語版 英

⺟子健康手帳 ⺟子健康手帳の外国語版を交付
英・中・韓・
ベトナム
他5言語

予防接種受診票
交付申請書
（こどもの予防接
種）

予防接種受診票交付申請書（こどもの
予防接種）の英語版と中国版

英・中

ゆりかご面接
相談票

ゆりかご面接相談票の英語版

転入案内 転入案内の英語版を送付

乳幼児健診の案内 乳幼児健診の案内の英語版を送付

1歳・2歳児
⻭科相談の案内

1歳・2歳児⻭科相談の案内の英語版を
送付

イベント関係

保健予防課
保健相談所（4所）

担：保健予防課保健係
外：03-3647-5906

保健相談所（4所） 英

こども家庭支援課給付係
担：こども家庭支援課給付係
外：03-3647-4754 内：2717

英

大島子ども家庭支援センター
担：こども家庭支援課こども家庭係
外：03-3647-9230 内：3351〜6

英・中・韓

印刷物等
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【教育】
名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語

日本語講師派遣
日本語指導が必要な児童・生徒に対し
て、学校からの申請に応じて、学校へ
講師を派遣

児童・生徒の所属校

日本語指導が必要
な児童・生徒への
学習・日本語支援
事業（協働事業）

学校生活をスムーズに送ることができ
るよう、学習支援及び日本語指導を
NPO法人により教室形式で実施

大島地区集会所（毎週⼟曜日午前）
教育センター（毎週⼟曜日午後）
※現在はオンライン開催

外国人就学案内 外国人の就学案内を郵送または配布 - 英・中・韓・や
就学援助費支給
申請書兼委任状

日本語がわからない方へ対応言語の
申請書を印刷して配布

学務課
各学校

英・中・韓・や・
タガログ

区立幼稚園双方向
通訳機整備

日本語が苦手な保護者と幼稚園職員が
双方向通訳機を介して円滑なコミュニ
ケーションを図る

区立幼稚園18園
英・中・韓・
ベトナム

日本語クラブ事業
日本語活用能力が極めて困難な者（事
業開始時は原則中国引揚生徒が対象）
に対して日本語の指導等を行う。

深川第八中学校 中

江東区外国人学校
保護者補助金

朝鮮学校、韓国学校及び中華学校に通
学する児童・生徒の保護者の経済的負
担を軽減するための補助金（8,000円/
月）を支給
申請手続きは学校を通じて年2回行う

-
担：総務課総務係
外：03-3647-4020 内：2211

-

【税金】

対応場所 内容 対応方法 担当・連絡先 対応言語
課税課税務係
（区役所5階6
番）

窓⼝とコールセンターをビデオ通話で
つなぎ、多言語で対応する

通訳クラウド
担：課税課税務係
外：03-3647-8093 内：2311

英・中・韓・
スペイン・
ポルトガル

納税課徴収第⼀・
第二係
（区役所5階7
番）

同時翻訳アプリを用いた窓⼝対応を
実施

ポケトーク
タブレット

担：納税課徴収第⼀・第二係
外：03-3647-4153 内：2351

全82言語

名称 内容 場所 担当・連絡先 対応言語

東京23区の住⺠税
住⺠税の概要について対象言語で
書かれたパンフレット
（区⺠への配布無し）

区役所5階6番窓⼝
担：課税課税務係
外：03-3647-8093 内：2311

英・中・韓

納税通知書が
届いた外国人
の方へ

収納対策の⼀環として納税通知書の
送付用封筒に2次元コードを刷り込
み、ホームページの案内文へ誘導

区ホームページ
担：課税課課税計画係
外：03-3647-8001 内：2315

督促状・催告書が
届いた外国人
の方へ

住⺠税と納税の案内について外国語で
表記

区ホームページ

督促状・催告書
の封筒

送付用封筒に2次元コードを印刷し、
ホームページの案内文へ誘導

区ホームページ

個別催告文
対象言語の封筒、本文による警告文を
発送

郵送
担：納税課徴収第⼀・第二係
外：03-3647-4153 内：2351

督促状・催告書の
同封チラシ

督促状・催告書の同封チラシに外国語
での説明文を挿入

郵送
担：納税課収納推進係
外：03-3647-2063 内：2346

英・中・韓・
ベトナム・
ネパール

催告書の封筒
送付用封筒に2次元コードを印刷し、
ホームページの外国人ハンドブックへ
誘導

区ホームページ
担：医療保険課保険料係
外：03-3647-3169

英・中・韓

介護保険料の催告
書が届いた外国人
の方

催告書の文書を多言語（英・中・韓）
に翻訳したチラシを同封

郵送
担：介護保険課資格保険料係
外：03-3467-9493 内：2663~5

英・中・韓

担：教育支援課教育支援係
外：03-3647-9307

必要に応じる

担：学務課学事係
外：03-3647-9174 内：3331〜3

担：学務課学校経理係
外：03-3647-9176 内：3334〜5

手続き関係

通知等

担：納税課収納推進係
外：03-3647-2063 内：2346

英・中・韓・
ベトナム・
ネパール・
ヒンディー・
ミャンマー・
モンゴル・
タイ
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【文化・観光・スポーツ】
名称 内容 場所 担当：連絡先 対応言語

お店の魅力の英語
による情報発信

外国人記者の直接取材によりお店の
魅力をブログ形式で発信

ことみせWEBサイトEnglishPage 英

おもてなし多言語
表記促進事業

外国人旅行者等の受け入れ環境整備の
ため、メニューの多言語化、コミュニ
ケーションツールの導入等を支援

-
英・中・韓・や・
フランス

商店街活性化
支援事業

商店街の多言語対応事業（多言語ホー
ムページ・マップの作成等）を支援

-
英・中・韓・
フランス

江東区外国語版
観光マップ

江東区の外国語版マップを2年に1度の
ペースで更新し、年度末に発行
区施設、区内ホテルや観光施設に配布
している

区内ホテル・観光施設等 英・中・韓

オンラインによる
観光PR

台湾・香港・中国大陸および英語圏の
個人旅行者が江東区に訪れたくなるよ
う、オンライン上で観光PRを行う

Good Luck Trip Online サイト内 英・中

観光協会ホーム
ページ多言語対応

江東区観光協会の公式ホームページ
「こうとうおでかけ情報局」の多言語
対応

江東区観光協会の公式ホームページ
「こうとうおでかけ情報局」

担：文化観光課江東区観光協会
外：03-6458-7400

英・中・韓

夢の島競技場受付
（ポケトーク対応
可）

日本語が伝わらない又は話せない等の
外国人利用者に対してポケトークを
使用

夢の島競技場 担：スポーツ振興課スポーツ振興係 全82言語

担：経済課商業振興係
外：03-3647-9502 内：2437

担：文化観光課観光推進係
外：03-3647-3312 内：3366
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施設名 名称 内容 担当・連絡先 対応言語

江東区
文化センター

国際交流事業

日本来訪・在住外国人に向けて日本
文化を紹介するイベント
お茶の体験や日本のサブカルチャー
紹介等を実施
広報媒体として英文チラシと日本語
チラシを作成して周知を行っている

担：文化観光課観光推進係
  （江東区文化センター）
外：03-3644-8111

英・や

江東区
文化センター

江東にほんごの会
日本語教室のご案内パンフレット
の発行

江東にほんごの会が作成している
日本語教室案内パンフレットの印刷
及び配布
パンフレット掲載内容は江東にほんご
の会に属し、区内文化センター等で
地域在住の外国人向け日本語教室を
実施している指導グループの紹介

担：文化観光課観光推進係
  （江東区文化センター）
外：03-3644-8111

英・中・韓・や

のらくろ館 パンフレット（無料）

田河水泡・のらくろ館を紹介するA4・
3つ折りパンフレット
見取り図、略年譜、主な展示作品、
交通案内など
やさしい日本語はこども用パンフレッ
ト

英・中・や

のらくろ館 パンフレット（有料）

田河水泡・のらくろ館を紹介する
21ページ冊子
水泡と深川〜田河水泡の育った街など
を紹介

英

伊東深水と関根正二紹介コーナー
パンフレット

伊東深水と関根正二の略年譜や
周辺案内など

英

古石場
文化センター

小津安二郎紹介展示コーナー
パンフレット

小津安二郎（映画監督）の業績や
略歴、展示コーナーの主な所蔵品、
江東区を舞台にした映画作品を紹介

担：文化観光課観光推進係
  （古石場文化センター）
外：03-5620-0224

英

豊洲文化センター
外国人のための日本文化体験
（ギャラリー活性化事業）
【5月、9月、11月、1月、3月開催】

外国人への日本文化体験プログラム
日本の庶⺠文化（折り紙、あやとり、
紙相撲、おはじき、けんけんぱ、
独楽、書道など）を紹介

担：文化観光課観光推進係
  （豊洲文化センター）
外：03-3536-5061

や

⻲⼾文化センター ⻲⼾イラストマップ発行（英語解説付）

⻲⼾地域の神社、梅屋敷などについて
英語解説付きの⻲⼾地域イラスト
マップを発行し、商店や町会、
公共施設などで広く配布している

担：文化観光課観光推進係
  （⻲⼾文化センター）
外：03-5626-2121

英

東大島
文化センター

トイレの使い方案内 1階だれでもトイレ
担：文化観光課観光推進係
  （東大島文化センター）
外：03-3681-6331

英・中・韓

砂町文化センター 石田波郷記念館パンフレット
石田波郷記念館パンフレットに日本語
と英語で石田波郷が江東区に関わった
ことなどを掲載

担：文化観光課観光推進係
  （砂町文化センター）
外：03-3640-1751

英

外国語リーフレットの配布
展示概要説明を外国語に訳した
リーフレットを配布

英

外国語展示解説シートの配布
企画展（特別展）の展示目録を外国語
に訳した解説シートを配布

英

館内各所説明表記・掲示
館内表示を日本語と外国語に訳したも
のを掲示

英

展示解説音声ガイド
二次元バーコードを読み取り、
各ブースの説明を再生

英

施設

森下文化センター
担：文化観光課観光推進係
  （森下文化センター）
外：03-5600-8666

芭蕉記念館
（ポケトーク対応
可）

担：文化観光課文化財係
  （芭蕉記念館）
外：03-3631-1448
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施設名 名称 内容 担当・連絡先 対応国（言語）

年中行事解説シート英語訳
季節ごとに行われる江⼾の庶⺠の行事
「年中行事再現」の解説シートの
英語訳

英

英語アンケート
外国からのお客様の意見を集める
ため、英語表記のアンケートを実施

英

着物DE江⼾の町

資料館通り商店街店舗「ギャラリー
ひまわり」と連携した着付け体験を
実施
主催のギャラリーひまわりが近隣の
学校に声をかけ、留学生の受け入れを
積極的に行っている

英

江⼾資料館等紹介映像の英語訳
深川江⼾資料館の成り立ちや伝統工芸
等を紹介する映像の字幕に英語訳をつ
けている

英

展示解説ボランティア活動
外国からのお客様へ向けた展示解説を
行っている

英・中・ドイツ・
フランス

常設展示室内各所説明表記
展示物に触れない、展示建造物内に
あがれないため、各建造物に簡易説明
表示板を設置

英

常設展示室解説リーフレットの配布
展示概要説明を外国語に訳したリーフ
レットを配布

英・中・ドイツ・
フランス・や

展示室導入部分解説パネル表記
「江東区ゆかりの人物」や庶⺠のくら
し紹介パネルの説明文を表記

英

館内各所説明表記・掲示
館内表示を日本語と外国語に訳したも
のを掲示（コロナ関連含む）

英

外国語リーフレットの配布
中川船番所資料館の概要説明を英語に
翻訳したリーフレットを配布している

英

常設展示の英語訳
外国からのお客様に向けた展示解説を
行っている

英

展示解説音声ガイド

スマートフォンの音声ガイドサービス
を導入し、外国からのお客様が解説者
なしでも展示を理解できるようにして
いる

英

ごみ戦争展示コーナーにおける映像
表示

1階常設展示室内 英・中・韓

施設紹介タペストリー 1階常設展示室入⼝ 英
トイレ案内と使い方表示 1階常設展示室内と個室トイレ内 英・中・韓

その他
名称 内容 場所 担当・連絡先 対応国（言語）

江東区公衆
無線LAN

区が展開する公衆無線LANサービス
では英語、中国語、韓国語に対応して
おり、サービス利用者のデバイスに
初期設定された言語が英語、中国語、
韓国語であれば初期設定から当該言語
で表示可能

本庁舎・8出張所・8文化センター・
6スポーツセンター・健康センター・
男女共同参画推進センター・
⻘少年プラザ・69小中学校・
10図書館・3区立公園・5観光施設・
3駅公共サイン

担：情報システム課ICT戦略係
外：03-3647-9367 内：6119

英・中・韓

コミュニティ
サイクル

コミュニティサイクルの利用案内等に
関する情報を多言語にて周知

区内全域
担：交通対策課交通係
外：03-3647-4784 内：6491〜3

英・中・韓

自転車放置禁止
区域

自転車放置禁止区域の告知看板を多言
語にて周知

区内20駅周辺
担：交通対策課自転車対策係
外：3647-4789 内：6494

英・中・韓

環境学習情報館
えこっくる江東

担：温暖化対策課環境学習情報館
外：03-3644-7130 内：7563

中川船番所資料館
（ポケトーク対応
可）

担：文化観光課文化財係
  （中川船番所資料館）
外：03-3636-9091

深川江⼾資料館
（ポケトーク対応
可）

担：文化観光課文化財係
  （深川江⼾資料館）
外：03-3630-8625
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江東区多文化共生推進基本指針策定委員会 名簿 

 

１ 委員長 地域振興部長 

２ 副委員長 地域振興課長 

３ 委員 富岡地区連合町会長 

４  砂町連合町会長 

５  江東区国際友好連絡会（I.F.C.）会長 

６  江東区国際友好連絡会（I.F.C.） 

７  江東区国際友好連絡会（I.F.C.） 

８  企画課長 

９  総務課長 

１０  人権推進課長 

１１  防災課長 

１２  区民課長 

１３  福祉課長 

１４  障害者施策課長 

１５  医療保険課長 

１６  健康推進課長 

１７  こども家庭支援課長 

１８  保育課長 

１９  清掃リサイクル課長 

２０  庶務課長 

２１  指導室長 

２２  教育支援課長 
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